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※ 非常災害とは… 

洪水・津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいい

ますが、その他の予想し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。 

弔慰金・家族弔慰金請求書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類】 

・ 弔 慰 金 ： 「戸籍（除籍）謄本」および「その災害に関する新聞記事など」 

「公金受取口座情報を利用するために必要な特定個人情報の提供及び 

利用に係る事務の実施についての同意書」（請求者が被扶養者以外の

場合）又は指定口座の通帳の写し 
・ 家族弔慰金 ： 「その災害に関する新聞記事など」 

弔 慰 金 ： 組合員が非常災害※で死亡した場合に支給 

【 支給金額 】＝ 標準報酬月額 × 10/10 

 

家族弔慰金 ： 被扶養者が非常災害※で死亡した場合支給 

【 支給金額 】＝ 標準報酬月額 × 7/10 

 

押印してください。 

弔慰金を請求する場合は 

組合員との関係を記入し 

てください。 

非常災害により死亡したことについての「市町村長（事故の

あった市町村又は死亡者の在住している市町村のいずれか）

の証明」又は「警察署長の証明」を受けてください。 

ただし、証明は次のものでもかまいません。 

◎「事故証明および死亡診断書」又は「除籍謄本および所属

所長の証明」 

死亡した月の標準報

酬月額を記入してく

ださい。 

弔慰金を請求する場合は、いずれか希

望する方に✔を記入してください。 

指定口座への振込みを希望する場合

は、その口座も記入してください。 


